
届きます！安心・くらしの情報「佐渡市メール配信サービス」　詳しくは裏表紙！

市
・
県
民
税
に
関
す
る
お
知
ら
せ

平
成
30
年
度
の
納
税
通
知
書
を 

発
送
し
ま
す

　

市
・
県
民
税
を
納
付
書
、
口
座
振
替
や

年
金
か
ら
の
天
引
き
（
特
別
徴
収
）
で
納

付
さ
れ
る
方
へ
、
６
月
14
日
㈭
に
納
税
通

知
書
を
発
送
し
ま
す
。
第
１
期
の
納
期
限

は
７
月
２
日
㈪
で
す
。

〈
公
的
年
金
を
受
給
さ
れ
て
い
る
方
へ
〉

　

年
金
所
得
に
係
る
市
・
県
民
税
は
、
年

金
か
ら
天
引
き
（
特
別
徴
収
）
さ
れ
ま
す
。

　

今
年
度
に
初
め
て
対
象
と
な
る
方
は
、

第
１
期
・
第
２
期
分
を
納
付
書
、
口
座
振

替
で
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。
第
３
期
・
第

４
期
分
は
、
10
月
・
12
月
・
２
月
の
年
金

か
ら
天
引
き
（
特
別
徴
収
）
さ
れ
ま
す
。

　

な
お
、
年
金
所
得
以
外
の
所
得
に
係
る

市
・
県
民
税
は
、
年
金
か
ら
天
引
き
（
特

別
徴
収
）
さ
れ
ま
せ
ん
の
で
、
納
付
書
、

口
座
振
替
で
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。

平
成
30
年
度（
平
成
29
年
分
） 

所
得
・
課
税
・
扶
養
証
明
書
を 

発
行
し
ま
す

　

市
・
県
民
税
の
納
付
方
法
に
よ
っ
て
、

証
明
書
の
発
行
時
期
が
異
な
り
ま
す
の
で
、

ご
注
意
く
だ
さ
い
。

給
与
か
ら
の
特
別
徴
収
の
方
（
納
税
分
全

て
を
給
与
天
引
き
で
納
め
る
方
）

　

５
月
15
日
㈫
か
ら
発
行
し
て
い
ま
す
。

そ
れ
以
外
の
方

　

６
月
15
日
㈮
か
ら
発
行
し
ま
す
。

 
平
成
30
年
度
（
平
成
29
年
分
）
の
所
得
・

課
税
・
扶
養
証
明
書
は
、
平
成
29
年
１

月
１
日
か
ら
平
成
29
年
12
月
31
日
の
所

得
等
に
つ
い
て
の
証
明
で
す
。

総
務
部
税
務
課　

市
民
税
係

　

☎
63
―
５
１
１
０

社
会
福
祉
従
事
者
の
資
格 

取
得
助
成
事
業
の
ご
案
内

　

福
祉
関
連
の
資
格
（
介
護
福
祉
士
・
社

会
福
祉
士
な
ど
）
を
取
得
す
る
方
へ
、
経

費
の
一
部
を
助
成
し
ま
す
。

 

市
内
在
住
の
方
で
、
資
格
取
得
後
に
市

の
福
祉
事
業
や
福
祉
活
動
に
協
力
で
き

る
方

助
成
対
象
と
な
る
資
格

　

社
会
福
祉
士
・
介
護
福
祉
士
・
社
会
福

祉
主
事
・
介
護
職
員
初
任
者
研
修
・
実
務

者
研
修

助
成
対
象
経
費

　

受
講
料
ま
た
は
受
験
料
（
振
込
手
数
料

を
除
く
）、
旅
費
（
島
内
は
対
象
外
）

助
成
額

① 

対
象
経
費
の
２
分
の
１
の
額
（
上
限

５
万
円
）

② 

高
校
生
を
含
む
30
歳
以
下
の
方
の
場
合
、

対
象
経
費
の
10
分
の
８
の
額
（
上
限

８
万
円
）

 

助
成
回
数
は
原
則
１
回
で
す
が
、
助
成

額
の
②
に
該
当
す
る
方
に
つ
い
て
は
、

２
回
ま
で
助
成
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

　

 
詳
細
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
い

た
だ
く
か
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

市
民
福
祉
部
高
齢
福
祉
課

　

高
齢
福
祉
係　

☎
63
―
３
７
９
０

商品券協同組合から
のお知らせ

　2014 年発行のまごころ商品
券（緑色）および相商商品券

（有効期限をピンク色で表示）
の有効期限が近付いています。
商品券の有効期限は６月 30
日です。
　有効期限が過ぎますと組合
員 の お 店 で の 商 品・ サ ー ビ
スとの引き換えができません。
また、払い戻しについても行
いませんので期限内にご利用
ください。

まごころ商品券について
　佐渡共通商品券（協）本部
　畑野商工会
　☎６６―２４５８
　相商商品券について
　相川町商品券（協）事務局
　相川町商工会
　☎７４―３２３６

６月は「いじめ見逃しゼロ強調月間」です
　新潟県で、いじめ防止などを目的とする県民運動を始めてから、12 年目を迎えます。
　「いじめをしない。見逃さない。許
さない。」を合言葉にして、学校、家
庭、地域が一緒になって子どもたちを
見守り、いじめを見逃さないようにし
ましょう。

教育委員会学校教育課
　☎６６―４８９８
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